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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の多値のメモリーセル（１１）を備える磁気抵抗読取り／書込みメモリーにおいて
、
　各メモリーセル（１１）は、
　交差する２つの導電体（１２、１３）と、
　交差する２つの導電体（１２、１３）の間に挟まれた２つまたはそれ以上の磁性層（３
１、３２；４１－４５）を有する多層システム（３０；４０）とを有し、
　少なくとも２つの磁性層（３１、３２；４１－４５）は、上記導電体（１２、１３）を
流れる電流によって互いに独立して設定可能である磁化方向（３３、３４；４６－５０）
を有し、
　上記各メモリーセル（１１）は、さらに、互いに隣り合う磁性層（３１、３２；４１－
４６）の間に設けられるトンネル誘電体（３５；５１）を有し、
　初めに、磁化方向を設定するために最も低い磁場強度を要する磁性層に一定のデータが
印加され、続いて、次に高い磁界強度を要する磁性層に、さらに一定のデータが印加され
るように、多層システムの個々の磁性層に一定のデータが順々に印加され、
　上記データを印加することにより、１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報の変
化が検出される、ように構成されている磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項２】
　上記個々の磁性層（３１、３２；４１－４５）にて、互いに独立して設定可能である上
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記磁化方向（３３、３４；４６－５０）は、異なる電流強度によって設定される、または
その電流強度に応じて設定可能である請求項１記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項３】
　上記導電体（１２、１３）は、２つまたはそれ以上の磁性層のうち最も高い電流密度を
要する磁性層において上記磁化方向の変化に必要な電流密度を得るために設けられている
請求項１または２記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項４】
　上記磁性層（３１、３２；４１－４５）は、強磁性体にて形成されている請求項１から
３のいずれか１項に記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項５】
　上記交差する導電体（１２、１３）は、互いに直交となるように配置されている請求項
１から４のいずれか１項に記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項６】
　上記トンネル誘電体は厚さが２から３ｎｍである請求項１から５のいずれか１項に記載
の磁気抵抗読取り／書込みメモリー。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリーへの書込み方
法であって、
　ａ）上記２つの導電体に可変の電流が印加され、その結果として磁場が発生し、
　ｂ）発生した磁場の強度に応じて設定される多層システムの個々の磁性層の磁化方向は
、初めに、最も強い磁場強度を要する磁性層にて磁化方向が設定され、続いて、次に低い
磁場強度を要する磁性層にて磁化方向が設定されるというように、それぞれに異なった大
きさが必要となる磁場強度によって、互いに独立して設定される、
　という各ステップを有している磁気抵抗読取り／書込みメモリーへの書込み方法。
【請求項８】
　上記磁性層に影響を与える異なった磁場強度は、上記導電体に印加される異なった大き
さの電流によって生じる請求項７記載の方法。
【請求項９】
　上記磁性層に影響を与える異なった磁場強度は、上記磁性層と上記導電体との間の距離
の違いによって生じる請求項７または８記載の方法。
【請求項１０】
　異なった大きさの磁場強度に基づいて設定される上記磁性層の磁化方向は、層の材料ま
たは層の厚さもしくは層の形態のうちから選択されたもの、あるいはこれらを組合せたも
のにより影響を受ける請求項７から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の磁気抵抗読取り／書込みメモリーからの読取り
方法であって、
　ａ）初めに、磁化方向を設定するために最も低い磁場強度を要する磁性層に一定のデー
タが印加され、続いて、次に高い磁界強度を要する磁性層に、さらに一定のデータが印加
され、個々の磁性層の磁化方向が、それぞれに異なった大きさが必要となる磁場強度によ
って、互いに独立して設定されるように、多層システムの個々の磁性層に一定のデータが
順々に印加され、
　ｂ）上記データを印加することにより、１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報
の変化が検出される、
　という各ステップを有している磁気抵抗読取り／書込みメモリーからの読取り方法。
【請求項１２】
　上記１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報変化の検出は、電気抵抗の測定によ
って行われる請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　上記１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報変化の検出は、電流パルスまたは電
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圧パルスのいずれか一方の検出、あるいは、電流パルスおよび電圧パルスの両方の検出に
よって行われる請求項１１または１２記載の方法。
【請求項１４】
　上記１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報変化の検出は、１つもしくは複数の
磁性層への上記データの印加の前後、および上記データの印加の間に行われる請求項１１
から１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　上記同じ値を有するそれぞれのデータは、全ての磁性層に順々に印加される請求項１１
から１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　初めに、磁化方向を設定するために最も低い磁場強度を要する磁性層に一定のデータが
印加され、続いて、次に高い磁界強度を要する磁性層に、さらに一定のデータが印加され
るという手順において、
　上記データは、上記磁性層に順々に印加される請求項１１から１４のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１７】
　各磁性層にて起こり得る情報変化の検出結果は、少なくとも一時的には、記憶装置に格
納される請求項１１から１６のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
　本発明は、まず第１に、請求項１の構成を前提とする磁気抵抗読取り／書込みメモリー
に関するものである。さらに本発明は、請求項７の構成を前提とするメモリーへの書込み
方法、ならびに、請求項１１の構成を前提とするメモリーからの読取り方法に関するもの
である。
【０００１】
　ＭＲＡＭメモリー（磁気抵抗読取り書込みメモリー）と呼ばれる磁気抵抗読取り／書込
みメモリーは、１つのアドレスにデータを記憶し、再び読取ることができるメモリーであ
る。このメモリーは、通常、１つまたは複数のメモリーセルを備えており、１つもしくは
複数のメモリーセルの磁気的に可変な電気抵抗には、記憶効果（Speichereffekt）が存在
する。
【０００２】
　これまでの開発では、２値の記憶容量（Speicherinhalt）を有するいわゆる１値のメモ
リーセルを磁気抵抗メモリーとして用いるところまで達している。これらのメモリーセル
は、２つの交差した導電体を含み、この導電体は、好ましくは、互いに垂直となるように
配置されている。これら導電体間の交差部分には、２つの磁性層からなる層システムがあ
り、その内の層の１つが軟磁性体から形成され、もう１つの層が硬磁性体から形成されて
いる。これらの磁性層間には、トンネル酸化物（Tunneloxid）が存在する。このようなメ
モリーセルが、図１に示されている。また、磁性層の磁化方向は、磁化状態に応じて平行
または反平行となっている。このメモリーセルは、上記磁性層の磁化方向に応じて、異な
る電気抵抗を有する。ここで、磁化方向が平行であれば、メモリーセルの電気抵抗はより
低くなる一方、磁化方向が反平行であれば、抵抗はより高くなる。
【０００３】
　このようなメモリーセルへの書込み、もしくは、このようなメモリーセルへの情報の格
納に着目して、従来は、メモリーセルの軟磁性体のみが磁化反転され、硬磁性体は磁化反
転されないと考えられていた。上記２つの導電体に同時に高い電流を印加することによっ
て、磁化反転が生じる。電流を介して２つの導電体の交差部分に発生する磁場は、その場
所で、軟磁性層を十分に磁化反転させるほどの高い磁場強度を有している。
【０００４】
　しかしながら、このような１値のメモリーセルには、不都合な点が多くある。例えば、
これら１値のメモリーセルの記憶能力は、記憶容量が２値であるがゆえに、初めから制限
が加えられている。それゆえ、多くの情報量を格納するためには、多数のメモリーセルが
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必要となり、全メモリーに必要な領域の増加を伴うことになる。
【０００５】
　このメモリーセルは、例えば、適当な抵抗測定によって読取ることができる。メモリー
セルの情報量が変化すると、電気抵抗も変化する。そのため、この変化した抵抗、もしく
は、抵抗の変化を測定することができる。
【０００６】
　磁気抵抗メモリーから情報を読取るための、もう１つ別の周知の方法は、電圧パルスま
たは電流パルスによる検出を用いた、いわゆる「破壊読取り」（zerstorende Lesen）で
ある。この方法は、基本的には、メモリーセルに一定の情報を書込む書込み操作のことで
ある。情報の読取り過程にて、メモリーセルの情報量が変化したか否かに依存して、対応
する読取りライン上では、電流パルスまたは電圧パルスが検出されたり、このようなパル
スが検出されなかったりする。この場合、どの読取り操作も、結果としてセルからの情報
を失うことになる。この喪失を補償するために、読取り操作の終了後、読出された情報が
メモリーセルに再度書込まれる。
【０００７】
　ＵＳ－Ａ－５，７３４，６０５は、２つまたはそれ以上の磁性層が２つの導電体間に配
置されている１値のＭＲＡＭメモリーセルを開示している。磁性層間の強磁性結合のため
に、磁性層の磁化方向は、磁場がない状態にて、常に互いに平行となるように配向してい
る。メモリーセルに格納された情報は、磁性層に共通する配向方向によって符号化されて
いる。情報を読取るためには、第１の磁性層の磁化方向を反転させるには十分であって、
第２の磁性層の磁化方向を反転させるには不十分な磁場を印加することによって、巨大な
磁気抵抗効果に基づいて起こり得る層の電気抵抗の変化を検出する。
【０００８】
　メモリーシステムの性能を向上するために、１値のメモリーセルに必要な領域が増加す
るという問題に着目して、近年、多値のメモリーが開発されている。しかし従来の多値の
メモリーは、ＭＲＡＭとは別のタイプのメモリーに関してのみ考案されている。このよう
なメモリーのタイプの１つは、例えば、電気的な書込みや消去が可能なＥＥＰＲＯＭ（電
気的に消去可能なＰＲＯＭ）である。この場合、連続的な値域（Wertebereich）を有する
特定の領域は、基本的には離散的状態（diskreten Zustaenden）と同一視される。ＭＲＡ
Ｍメモリーセルでは、連続的に変化し得る情報を格納することができないので、上記のよ
うな状態の分け方（Zuordnung）はなされない。この理由は、ＭＲＡＭメモリーセルは、
原理に基づけば、基本的には、有限数の離散的状態を有するシステムであるためである。
したがって、前述のＥＥＰＲＯＭに着目した多値性（Mehrwertigkeit）によるアプローチ
（Ansaetze）は、磁気抵抗メモリーには適用することができない。
【０００９】
　Jeongら（Jeong, WC, Lee, BI, Joo, SK(1998)、「マルチレベル磁気抵抗読取り／書込
みメモリー（MRAM）セルのための新たな多層構造」（A New Multilayered Structure for
 Multilevel Magnetoresistive Random Access Memory(MRAM) cell）、IEEE Transration
s on Magnetics, US, IEEE, Inc., New York, Bd.34, Nr.4, Part 01, p.1069-1071）は
、磁気的なニッケル・鉄層、磁気的なニッケル・鉄／コバルト層、および、磁気的なコバ
ルト層という層配列を用い、これらの層が、銅の中間層によってそれぞれ互いに分離され
、ケイ素・銅の２重層上に形成されている場合、この３つの磁性層の保磁磁場強度（Koer
zitivfeldstaerken）が異なるために、調整可能な磁場を印加することによって、磁性層
の磁化方向を個々に磁化反転できることを示した。このような現象は、それぞれの抵抗の
急な変化を利用することによって測定され、巨大な磁気抵抗効果によって生じる４点測定
によって検出される。さらにJeongらは、最も大きな磁気硬度を有する磁性層から、もっ
とも小さい電気硬度を有する磁性層までの、磁性層の個々の磁化方向を設定することを提
案した。
【００１０】
　また、ＵＳ－Ａ－５，５８５，９８６は、多値構造に着目して、磁気データメモリーシ
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ステムからの読取りのためのデジタル磁気抵抗センサーを開示している。このセンサーは
、多層構造を有し、多層構造の電気抵抗が測定される。この多層構造は、複数の強磁性層
、磁気モーメント、および、外部磁場による影響を受ける個々の層の磁化方向を有してお
り、この外部磁場は対応するデータキャリアによって発生する。本発明は、異なる磁場強
度に基づいて、多層構造の強磁性層の磁化方向を互いに独立して設定することを可能とし
たものである。このように、外部磁場を変化させることにより、センサーの抵抗は段階的
に変化し、これによってデジタル出力信号が作られる。
【００１１】
　本発明は、上記従来技術に基づいて、この従来技術に関する問題点や不都合な点を避け
て、磁気抵抗読取り／書込みメモリー、ならびに、このメモリーへの書込み方法およびメ
モリーからの読取り方法を提供するものである。特に、上記領域の確保に関しては、改良
されたＭＲＡＭメモリー、ならびに、このようなＭＲＡＭメモリーへの書込みおよびこの
メモリーからの読取りに適した方法が提供される。
【００１２】
　本発明の第１の目的は、１つまたは複数のメモリーセルを有する磁気抵抗読取り／書込
みメモリーによって達成され、各メモリーセルは、２つの交差している導電体と、導電体
の交差部分に位置する磁性層を含む層システムとを有している。本発明にかかるメモリー
は、以下のような特徴を有している。すなわち、層システムは、交差する２つの導電体（
１２、１３）の間に挟まれた２つまたはそれ以上の磁性層を有する多層構造として形成さ
れており、この少なくとも２つの、最大では全ての磁気層が、互いに独立して設定可能で
ある磁化方向を有している。そして、個々の磁性層における磁化方向は、導電体を流れる
電流によって変えられ、あるいは、この電流に応じて変えることができる。
【００１３】
　これにより、１値または多値のメモリーセルを有し、それゆえ、対応する高い記憶能力
を有する多値メモリーがつくられる。さらに、このメモリーもしくは少なくとも１つのメ
モリーセルへの書込みおよびメモリーセルからの読取り、あるいは、メモリーセルへの書
込みまたはメモリーセルからの読取り、を容易に行うことができる。
【００１４】
　本発明にかかるメモリー、もしくは、メモリーを構成している１つまたは複数のメモリ
ーセルの基本的な特徴点は、２つの導電体の交差部分に、２つ以上の磁性層を有するｎ層
（lagig）の多層システムを用いている点にある。この場合、ｍ層の磁化方向は、ｎがｍ
以上であって、かつ、ｍが２以上である場合には、他の磁性層の磁化方向を独立して設定
することができる。１値のメモリーの場合、磁化方向はただ１つの磁性層に対して設定さ
れる一方、本発明にかかる多値メモリーの場合、所望された複数の磁性層に対して、磁化
方向が設定され得る。このとき、磁化方向が設定される磁性層の数は、要求（Bedarf）や
用途(Anwendungsfall)に応じて変えることができる。したがって、本発明は、ある特定の
層数に限定されるものではない。似たような多層システムは、原理的にはすでにＵＳ－Ａ
－５，５８５，９８６に記載されている。
【００１５】
　本発明にかかるメモリーのさらなる基本的特徴は、個々の磁性層における磁化方向が、
導電体に流れる電流によって変化し、または、この電流に応じて変化し得る点にある。
【００１６】
　個々の磁性層における磁化方向を互いに独立して設定することができるように、磁場強
度もしくは導電体の電流がそれぞれ異なるときに、個々の磁性層における磁化方向の設定
（磁化反転）が行われる状態を達成する必要がある。
【００１７】
　ＵＳ－Ａ－５，５８５，９８６では、上記の要求は、結晶構造を有する多層システムや
、異なった結晶の対称性を有する個々の層およびその結果としての磁気的な異方性によっ
て達成される。さらにこれらの層は、異なった厚さ、および、異なった層形態を有する。
多層システムが、それぞれ固有の磁場強度を有する磁場にさらされるならば、個々のまた
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は複数の層における磁化方向は、隣接する磁場の磁場強度、ならびに、それぞれの層に固
有の形態に応じて、変化したりしなかったりする。多層システムには、複雑な製造工程が
必要であるため、このようなシステムは、特に複雑となり、コストが高くなる(aufwendig
 und kostenintensiv)。
【００１８】
　本発明にかかる磁気抵抗メモリーには、他の製造工程が存在する。この製造工程は、ほ
ぼ同じ構造と形態とを有する磁性層の製造を可能にするものである。個々の磁性層におけ
る磁化方向は、異なる電流強度によるそれぞれ異なった磁場強度によって、個別に設定さ
れる。この設定は、２つの交差している導電体を通って電流がそれぞれ流れている場合で
あって、この電流に応じて、２つの導電体の周りに磁場がそれぞれ生じる場合に行われる
。磁場は、多層システムの個々の磁性層に影響を及ぼし、結果として、十分に高い磁場強
度がある場合には、この磁性層が磁化反転される。したがって、個々の磁性層の磁化反転
は、２つの導電体を通って流れる電流の大きさ、および、導電体に対する各磁性層の物理
的な配置に依存している。
【００１９】
　それゆえ、磁場を発生する電流が印加されている交差した導電体は、メモリーに適した
読取り／書込みの手段として機能している。１値のメモリーの場合、固定電流は導電体に
印加され、かつ、磁化反転可能な磁性層の磁化方向を変化させるか否かである一方、本発
明では、磁場強度の変化は、多数の磁性層の磁化方向を互いに独立して、かつ個別に設定
するために適しているということが利用される。異なる磁場強度の設定は、さらに別にて
、詳細に説明するように、種々の方法にて行われる。
【００２０】
　本発明によるメモリーの有利な実施形態は、従属請求項から明らかである。
【００２１】
　個々の磁性層にて、互いに独立して設定され得る磁化方向は、好ましくは、異なる電流
強度によって設定されるか、または、この電流強度に応じて設定できることが望ましい。
この設定は、メモリーセルの形態に応じて、異なる方法で行うことができる。例えば、個
々の磁性層において異なる磁化方向を設定するために、異なる電流強度を有する電流を導
電体に印加することが考えられる。異なる電流強度によって、異なった磁場強度が生じる
と、１つまたは複数の磁性層の磁化方向が変化したり、変化しなかったりする。
【００２２】
　また別の形態として、２つまたはそれ以上の磁性層のうち最も高い電流密度を要する磁
性層において上記磁化方向の変化に必要な電流密度を得るために、導電体を配置すること
ができる。
【００２３】
　個々の磁性層は、強磁性体から形成されていることが望ましい。しかしながら、本発明
は、特定の材料に限定されるものではなく、他の適した材料を用いることも可能である。
【００２４】
　互いに交差している導電体は、好ましくは、互いに直交するように配置されるとよい。
【００２５】
　また別の形態において、２つの隣り合う磁性層間には、それぞれ１つのトンネル誘電体
が設けられていてもよい。磁性層およびこれらの間に位置するトンネル誘電層を含む多層
システムを通り抜ける電子伝導率は、トンネル誘電体を通り抜けるトンネル効果によって
、実質的に決定される。そのため、層の厚さが変化すると、伝導率が著しく変化するので
、トンネル誘電体に適した厚さを選択することが特に重要である。というのも、層の厚さ
は、ほぼ急激に、トンネル電流となるからである（eingehen）。したがって、厚さが２か
ら３ナノメートル（ｎｍ）である薄いトンネル誘電層が用いられることが好ましい。しか
し、この厚さ以外に限定されるものではない。
【００２６】
　本発明にかかる第２の点によれば、上述の本発明にかかる磁気抵抗読取り／書込みメモ
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リーへの書込み方法は、以下のようなステップによって特徴付けられる。すなわち、ａ）
２つの導電体に可変の電流が印加され、その結果、磁場が発生し、ｂ）発生した磁場の磁
場強度によって、多層システムの個々の磁性層の磁化方向が設定され、この設定を行うた
めに、まず初めに、最も強い磁場強度を要する磁性層にて、磁化方向が設定され、続いて
、低い磁界強度を要する磁性層にて、磁化方向が設定されるというように、個々の磁性層
の磁化方向が、それぞれに異なる強さを要する磁場強度によって互いに独立して設定され
る。
【００２７】
　本発明にかかる方法によれば、多値の磁気抵抗メモリーもしくは、その１つまたは複数
のメモリーセルへの書込みは容易に行うことができる。本発明によれば、メモリーセルの
磁性層が、磁性層の磁化反転のための磁場強度（つまり、対応する磁性層に所望された磁
場強度に応じて、適応されるそれぞれのプログラミング電流強度（Programmierstromstae
rken）を意味する）が減少する順序にて書込まれるように、個々の磁性層に情報が格納さ
れる順序を選択する必要がある。これによって、より低いプログラミング磁場強度にて書
込まれている別の磁性層に情報を書込む際、すでにメモリーセルに書込まれた情報や、よ
り高いプログラミング磁場強度を有する磁性層に書込まれた情報が、再度上書きされるこ
とはないということが保証される。
【００２８】
　さらに、本発明にかかる方法の利点、作用、効果、および、機能に関し、本発明にかか
るメモリーに関する上記説明の全てを開示するために、以下では、さらに言及する。本発
明による方法の有利な形態については、従属請求項から明らかである。
【００２９】
　異なる大きさの電流が導電体に印加されることによって、上記磁性層に影響を及ぼすよ
うな異なった磁場強度が生み出されることが望ましい。さらに、上記磁性層に影響を及ぼ
すような異なった磁場強度は、さらに、磁性層と導電体との間の距離の違いによって決ま
る。
【００３０】
　さらに、異なった大きさの磁場強度に基づいて、上記磁性層の磁化方向が設定されるの
で、層の材料の特性または層の厚さもしくは層の形態のうちから選択されたもの、あるい
はこれらを組合せたものにより影響を受けることも考えられる。
【００３１】
　上記の例については、すでに説明しているので、ここでは、前述の説明を参照する。
【００３２】
　本発明にかかる第３点によれば、上記本発明にかかる磁気抵抗読取り／書込みメモリー
からの読取り方法が用いられ、本発明にかかる読取り／書込みメモリーは、以下のステッ
プによって特徴付けられる。ａ）初めに、磁化方向が設定されるために、最も低い磁場強
度を要するような磁性層に対してデータが印加され、続いて、それぞれ次に高い磁場強度
を有する磁性層に対してデータが印加されるといった具合に、多層システムの個々の磁性
層に一定のデータが印加され、ｂ）上記データを印加することにより、１つもしくは複数
の磁性層にて起こり得る情報変化が検出される。
【００３３】
　本発明にかかる方法を用いることにより、多値の磁気抵抗メモリーから容易に読出しを
行うことができる。本発明にかかる方法の利点、作用、効果、および、機能方法に関して
、以下の説明に加えて、本発明にかかるメモリーならびに本発明にかかるメモリーへの書
込み方法に関する上記説明を全て開示するために、ここで言及する。
【００３４】
　本発明にかかるメモリーからの読取り方法の基本となるアイデアは、１つまたは複数の
メモリーセルの個々の磁性層に、それぞれ順々に、ある特定のデータ、すなわち、ある特
定の情報が書込まれるという点にある。上記磁性層の情報量が特定のデータを印加した後
に変化するということは、この磁性層には以前とは異なった情報が書込まれていたことを
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意味する。また、磁性層の情報量が特定のデータの印加後に変化しないということは、こ
の磁性層には以前と同じ情報が書込まれていることを意味する。この場合、目的とするデ
ータ(Zieldatum)が周知であることが特に重要である。この目的とするデータは、上述し
たように、メモリーセルに明確に書込まれたデータであると理解される。
【００３５】
　起こり得る情報の変化、もしくは情報の変化がないことは、適切な方法で認識され、判
断され得る。この典型的な実施例を、後の説明にて詳述する。
【００３６】
　メモリーの１つおよび複数のメモリーセルからの読取りを最適に実施し得るために、ま
ず初めに、磁化方向が設定されるために最も小さいプログラム磁場強度を要する磁性層の
すべてが読取られる。すなわち、これらの磁性層は、特定のデータにて明確に書き換えら
れる。これによって、この特定のデータは、プログラム磁場強度が増す順序にて、メモリ
ーセル、もしくはメモリーセルの多層システムの個々の磁性層に書込まれる。
【００３７】
　本発明にかかる方法の有利な実施形態は、従属請求項から明らかである。
【００３８】
　１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報変化は、電気抵抗の測定によって見出さ
れることが望ましい。メモリーセルの電気抵抗は、個々の磁性層の磁化方向（平行または
反平行）に依存し、磁化方向が起こり得る情報変化に基づいて変化し得るので、電気抵抗
が変化するということは、メモリーセルの情報量もしくは、メモリーセルの個々の磁性層
の情報量が変化したことを意味している。
【００３９】
　また、１つもしくは複数の磁性層にて起こり得る情報変化は、電流パルスまたは電圧パ
ルスのいずれか一方の検出、あるいは、電流パルスおよび電圧パルスの両方の検出によっ
て行われる。メモリーセルの層への特定データのメモリーラインの層への書込み動作が情
報変化を導くと、その過程にて、電流パルスまたは電圧パルスのいずれか一方、あるいは
、電流パルスおよび電圧パルスの両方が発生して検出される。電流パルスまたは電圧パル
スのいずれか一方、あるいは、電流パルスおよび電圧パルスの両方が検出されない場合、
１つもしくは複数の磁性層のいずれにおいても、情報変化が行われなかったことを意味し
ている。
【００４０】
　１つもしくは複数の磁性層にて起こりうる情報変化の検出は、１つもしくは複数の磁性
層への特定のデータを印加する前後および印加する間にて、行われることが望ましい。
【００４１】
　ある有利な形態では、それぞれ同じ値を有するある特定のデータを、全ての磁性層に順
々に印加することができる。２値の形式における情報、すなわち、ロジック値が「１」お
よび「０」である場合には、情報がメモリーセルに格納されると、メモリーセルの全ての
磁性層に順々に書込まれる特定のデータは、ロジック値「１」または「０」を有している
。
【００４２】
　他の形態では、交互性のアルゴリズムにおけるデータの一部を、磁性層に順々に印加す
ることも考えられる。
【００４３】
　各磁性層に起こり得る情報変化が検出される場合、その結果が、適当な記憶装置に、少
なくとも一時的に格納される（zwischengespeichert）ことが有益である。
【００４４】
　本発明を典型的な実施例に基づいて、より詳細に説明するために、添付の図面を参考に
して詳述する。
【００４５】
　図１ａから図１ｃは、従来技術の磁気抵抗メモリー１０のメモリーセル１１を示してい
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る。メモリーセル１１は、１値のメモリーセルとして形成されており、上部導電体１２お
よび下部導電体１３を有している。上部導電体１２および下部導電体１３は、互いに直交
するように配置され、メモリーセル１１の交差部分にて交差している。交差部分には、２
つの磁性層、すなわち硬磁性層１５および軟磁性層１６、を有する層システム１４が存在
する。磁性層１５・１６間には、トンネル誘電体２０が存在する。図１ｃの等価回路は、
メモリーセル１１について記載している。ここで、メモリーセル１１に含まれる導電体１
２・１３間の抵抗１９の値は、磁性層１５・１６における磁化方向１７・１８が平行か反
平行かに依存する。図１ｂの実施例は、磁化方向が反平行に配列していることを示してい
る。磁化方向が平行であると抵抗値はより低くなり、これに対し、磁化方向が反平行であ
ると抵抗値はより高くなる。
【００４６】
　メモリーセル１１へ書込むために、高い電流が導電体１２・１３に同時に印加される。
この電流によって、導電体１２・１３の交差部分にて発生する磁場は、軟磁性層１６が磁
化反転する程度に十分に大きな磁場強度を有している。
【００４７】
　メモリーセル１１、ならびに、１つまたは複数のメモリーセル１１から構成されるメモ
リー１０は、比較的大きな領域を必要とする。
【００４８】
　この不都合を回避するために、多値のメモリーセルを有する多値のメモリーが考案され
ている。このようなメモリーセルに関する、本発明にかかる２つの実施例については、図
２および図３にて説明する。
【００４９】
　図２は、いわゆる２層２ビットメモリーセル１１を示している。複数の磁性層３１・３
２および、これらの磁性層の間にそれぞれ配置されたトンネル誘電体３５を有する多層シ
ステム３０が、２つの導電体１２・１３間の交差部分に存在する。
【００５０】
　原理的には、この多層システムはｎ個の磁性層を有している。なお、ｎは、ｎ≧２の条
件を満たしている。このｎ個の磁性層の磁化方向は、ｍ個の磁性層にて他の隣り合う磁性
層から独立して設定されうる。なお、この場合の条件は、ｎ≧ｍ≧２である。
【００５１】
　図２にかかる実施例は、磁化方向３３・３４がそれぞれ互いに独立して設定され得る場
合の２つの磁性層３１・３２を示している。さらに、図２の部分図２ａから２ｄは、磁性
層３１・３２にて、可能な異なる磁化状態もしくは磁化方向３３・３４を示している。
【００５２】
　次に、メモリーセル１１の情報量について説明するための言語（Nomenklatur）として
、ロジック「０」および「１」のような適当な参照数字（Bezugsziffern）を用いて磁化
方向を表すことにする。そして、磁化方向は、上から下へと数えられた磁性層に対して、
参照数字の大きさが増加する（zunehmend）ように記述されている。ロジック「０」は、
図２および図３に示す「左から右へ」の磁化方向を表し、ロジック「１」は、図２および
図３に示す「右から左へ」の磁化方向を表している。
【００５３】
　図２および図２に示された部分図によって、全部で４つの異なる磁化状態が磁性層３１
・３２に設定されている。図２ａによると、ロジック「０」が上記言語に応じて、設定さ
れた磁化方向３３に対応する一方で、ロジック「０」は磁化方向３４にも同様に対応する
。図２ｂでは、３３＝「０」および３４＝「１」である。図２ｃは、磁化状態３３＝「１
」および３４＝「０」を示す一方で、図２ｄは磁化状態３３＝「１」および３４＝「１」
を示している。
【００５４】
　図３は、メモリーセル１１の他の実施例を示している。ここでも、メモリーセル１１は
、互いに交差している２つの導電体１２・１３、および、導電体１２・１３の交差部分に
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位置する多層システム４０を有している。本実施例の場合、この多層システム４０は、５
つの磁性層４０－４５から構成されている。これらの磁性層４０－４５には、隣り合う磁
性層からそれぞれ独立して、それぞれ磁化方向４６－５０が設定されている。磁性層間に
は、それぞれトンネル誘電体５１が存在する場合もある。
【００５５】
　上記の言語によると、図３にかかるメモリーセル１１は、次のような磁化状態を有する
。磁性層４１はロジック「０」を備えた磁化方向４６を有する。磁性層４２はロジック「
１」を備えた磁化方向４７を有する。磁性層４３はロジック「１」を備えた磁化方向４８
を有する。磁性層４４はロジック「０」を備えた磁化方向４９を有する。磁性層４５はロ
ジック「１」を備えた磁化方向５０を有する。
【００５６】
　上記メモリーセル１１に適切に書込むために、種々の磁性層３１・３２もしくは４１－
４５は、磁性層の磁化反転のために、磁場を発生する導電体１２・１３の異なる電流強度
が必要という要求を満たさなければならない。これは、個々の磁性層がそれぞれ異なる磁
場強度を有することによって、達成されうる。この場合、異なる大きさの電流が導電体１
２・１３に印加されると、個々の磁性層を磁化反転させるための異なる磁場強度が発生す
る。同時に、個々の磁性層の磁化方向を設定するための異なる大きさの磁場強度を生み出
すために、磁化反転され得るそれぞれの磁性層と導電体１２・１３との間の距離の違いも
利用される。
【００５７】
　メモリーセル１１の個々の磁性層３１・３２もしくは４１－４５に格納される情報の順
序は、プログラム磁場強度が減少する順序でメモリーセルの磁性層に書込まれるように選
択される必要がある。つまり、初めに、磁化方向の設定のために、最も高い磁場強度を要
する全ての磁性層に、まず書込まれる。続いて、より低い磁界強度を要するそれぞれの磁
性層への書込みが行われる。そのため、すでにメモリーセル１１に書込まれており、初め
により高いプログラム磁場強度を有する磁性層に書込まれた情報は、情報がさらなる磁性
層へ記録されるときに、再度上書きされることはないことが保証される。
【００５８】
　本発明にかかる読取り操作は、読み出し可能なメモリーセル１１の適切なビットに明確
な情報が印加されるとき、例えば抵抗の直接測定、または、電流パルスまたは電圧パルス
のいずれか一方の検出、あるいは、電流パルスおよび電圧パルスの両方の検出に基づいて
行われる方法である。メモリーセル１１の情報量は、読取り操作が完全である場合に、原
理的には、変化する。もっとも、付加的な参照メモリーセルは必要ない。
【００５９】
　ここで、ｍビットセルを例に挙げて、読取り方法を説明する。なお、ここでは、２ビッ
トセルで形成されているとする。このセルは、それぞれ磁化方向ＭＲｋを有し、かつ、厳
密に磁化反転可能なｍ個（ただし、ｍ＝２）の磁性層を有している。この場合、ＭＲｋは
、上から下へと数えられたｋ番目の磁性層の磁化方向を表し、１≦ｋ≦ｍである。このメ
モリーセルは、２値の形式で表されるデータＤｋを含んでいる。ただし、１≦ｋ≦ｍであ
る。このセルからの読取りを行うために、プログラム磁場強度の増す順序で、一定のデー
タＥｋ＝Ｅｆｉｘ（ただし、１≦ｋ≦ｍ）が、このセルに書込まれる（まず初めに、磁化
方向を設定するために低い磁場強度を要する磁性層に対して書込まれる）。例えば、この
データは、全てのｋについて、ロジック値「０」または「１」を有している。
【００６０】
　この読取り操作を始める前には、１≦ｋ≦ｍの全ての磁性層ｋに対して、ＭＲｋ＝Ｄｋ
が当てはまり、読取り操作終了後には、ＭＲｋ＝Ｅｆｉｘが当てはまる。
【００６１】
　ｋ個の書込み操作の間に、電流パルスまたは電圧パルスのいずれか一方、あるいは、電
流パルスおよび電圧パルスの両方が検出される場合には、対応するｋ番目のデータに変化
が生じたという正の指標となる。つまり、Ｄｋ＝Ｅｆｉｘを補足するデータ（Kompliment
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aetdatum）に相当する。それゆえ、明確なデータＥｆｉｘが磁性層に読み込まれる前には
、この磁性層は、Ｅｆｉｘを補足するデータを格納していたことになる。電流パルスまた
は電圧パルスのいずれか一方、あるいは、電流パルスおよび電圧パルスの両方が検出され
ない場合、Ｄｋ＝Ｅｆｉｘに相当する。したがって、読取り操作の終了後、メモリーセル
からの完全な２値化データを利用することができる。
【００６２】
　電流パルスまたは電圧パルスのいずれか一方、あるいは、電流パルスおよび電圧パルス
の両方を検出する他の手法として、適切なビットへの明確なデータＥｆｉｘの印加の前後
それぞれにて、各書込み操作に対する電気抵抗を測定することもできる。したがって、ｍ
ビットセルの場合、すなわち、この場合は２ビットセルであるが、全部でｍ＋１の測定、
すなわち、ここでは３つの測定が行われる必要があることを意味している。各磁性層に対
する個々の測定値は、少なくとも一時的に、適当な記憶装置に格納される。ｋ番目のビッ
トに関する測定の間、データＥｆｉｘの印加前後の抵抗値が異なる場合には、データＥｆ
ｉｘの印加前のＤｋは、もともとＥｆｉｘを補足するデータであったといえる。データＥ
ｆｉｘの印加前後の抵抗値が同じである場合は、Ｄｋ＝Ｅｆｉｘである。
【００６３】
　前述の読取り方法は、２ビットセルの読み出しに対して用いられる。しかしながら、同
様の方法を、ｍ＞２のｍビットセルについても用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１ａ】　従来技術の磁気抵抗メモリーセルの斜視図である。
【図１ｂ】　図１ａに示すメモリーセルの断面図である。
【図１ｃ】　図１ａに示すメモリーセルの等価回路図である。
【図２】　本発明にかかる多値メモリーセル、ここでは２価のメモリーセルの第１の実施
の形態の断面図であり、ａ）からｄ）は、異なる磁化状態を示す部分図である。
【図３】　本発明にかかる多値メモリーセルの他の実施の形態を示す断面図である。
【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３】
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